
 

一 

◎ 

年
金
積
立
金
管
理
運
用
独
立
行
政
法
人
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案 

新
旧
対
照
条
文 

〇 
年
金
積
立
金
管
理
運
用
独
立
行
政
法
人
法
（
平
成
十
六
年
法
律
第
百
五
号
）（
抄
）（
第
一
条
関
係
）【
公
布
日
施
行
（
第
二
十
条
の
改
正
規
定
）
又
は
公
布
の

日
か
ら
起
算
し
て
十
日
を
経
過
し
た
日
施
行
（
第
二
十
六
条
の
改
正
規
定
）
】 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
） 

改 

正 

案 

現 
 

 

行 

 

（
中
期
計
画
の
記
載
事
項
） 

第
二
十
条 

（
略
） 

     

２ 

（
略
） 

     

３ 

（
略
） 

   

 

（
中
期
計
画
の
記
載
事
項
） 

第
二
十
条 

管
理
運
用
法
人
は
、
中
期
計
画
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
定
め
る

も
の
と
す
る
。 

 

一 

年
金
積
立
金
の
管
理
及
び
運
用
の
基
本
的
な
方
針 

 

二 

年
金
積
立
金
の
管
理
及
び
運
用
に
お
け
る
長
期
的
な
観
点
か
ら
の
資
産

の
構
成
に
関
す
る
事
項 

 

三 

年
金
積
立
金
の
管
理
及
び
運
用
に
関
し
遵
守
す
べ
き
事
項 

２ 

前
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
は
、
資
産
の
管
理
及
び
運
用
に
関
し
一
般
に
認

め
ら
れ
て
い
る
専
門
的
な
知
見
並
び
に
内
外
の
経
済
動
向
を
考
慮
す
る
と
と

も
に
、
年
金
積
立
金
の
運
用
が
市
場
そ
の
他
の
民
間
活
動
に
与
え
る
影
響
に

留
意
し
つ
つ
、
安
全
か
つ
確
実
を
基
本
と
し
、
年
金
積
立
金
の
運
用
が
特
定

の
方
法
に
集
中
せ
ず
、
か
つ
、
厚
生
年
金
保
険
法
第
七
十
九
条
の
二
及
び
国

民
年
金
法
第
七
十
五
条
の
目
的
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

３ 
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
事
項
は
、
厚
生
年
金
保
険
法
第
二
条
の
四
第
一

項
に
規
定
す
る
財
政
の
現
況
及
び
見
通
し
及
び
国
民
年
金
法
第
四
条
の
三
第

一
項
に
規
定
す
る
財
政
の
現
況
及
び
見
通
し
を
勘
案
し
、
か
つ
、
年
金
積
立

金
の
運
用
収
入
の
変
動
の
可
能
性
に
留
意
し
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な



  

二 

 
４ 
第
一
項
第
二
号
の
資
産
の
構
成
に
つ
い
て
は
、
当
該
資
産
の
額
に
占
め
る

株
式
の
割
合
が
お
お
む
ね
百
分
の
二
十
を
超
え
な
い
範
囲
で
定
め
る
も
の
と

す
る
。 

５ 

管
理
運
用
法
人
の
中
期
計
画
に
関
す
る
通
則
法
第
三
十
条
第
二
項
の
規
定

の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
次
に
」
と
あ
る
の
は
、「
年
金
積
立
金
管
理

運
用
独
立
行
政
法
人
法
第
二
十
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
の
ほ
か
、
次

に
」
と
す
る
。 

 

第
二
十
六
条 

管
理
運
用
法
人
は
、
各
事
業
年
度
の
通
則
法
第
三
十
八
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
る
同
項
の
財
務
諸
表
の
提
出
後
遅
滞
な
く
、
当
該
事
業
年
度

に
お
け
る
年
金
積
立
金
の
資
産
の
額
及
び
そ
の
構
成
割
合
並
び
に
運
用
収
入

の
額
、
年
金
積
立
金
の
運
用
に
係
る
損
失
の
危
険
に
関
す
る
情
報
そ
の
他
厚

生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
を
記
載
し
た
業
務
概
況
書
を
作
成
し
、
こ
れ
を

公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

（
略
） 

い
。 

(

新
設)

 

  

４ 

管
理
運
用
法
人
の
中
期
計
画
に
関
す
る
通
則
法
第
三
十
条
第
二
項
の
規
定

の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
次
に
」
と
あ
る
の
は
、「
年
金
積
立
金
管
理

運
用
独
立
行
政
法
人
法
第
二
十
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
の
ほ
か
、
次

に
」
と
す
る
。 

 

第
二
十
六
条 

管
理
運
用
法
人
は
、
各
事
業
年
度
の
通
則
法
第
三
十
八
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
る
同
項
の
財
務
諸
表
の
提
出
後
遅
滞
な
く
、
当
該
事
業
年
度

に
お
け
る
年
金
積
立
金
の
資
産
の
額
及
び
そ
の
構
成
割
合
並
び
に
運
用
収
入

の
額
そ
の
他
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
を
記
載
し
た
業
務
概
況
書
を
作

成
し
、
こ
れ
を
公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

２ 

管
理
運
用
法
人
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
期
間
ご
と
に
、
年
金
積
立

金
の
運
用
の
実
績
そ
の
他
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
を
記
載
し
た
書
類

を
作
成
し
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
こ
れ
を
公
表
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 
 

 
 



 

三 

〇 

厚
生
年
金
保
険
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
十
五
号
）（
抄
）（
第
二
条
関
係
）【
公
布
日
施
行
（
第
七
十
九
条
の
五
の
改
正
規
定
、
第
百
四
条
の
二
の
改
正

規
定
）
又
は
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
十
日
を
経
過
し
た
日
施
行
（
第
七
十
九
条
の
八
の
改
正
規
定
）
】 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
） 

改 

正 

案 

現 
 

 

行 

 

（
積
立
金
の
資
産
の
構
成
の
目
標
） 

第
七
十
九
条
の
五 
（
略
） 

   

２ 

管
理
運
用
主
体
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
積
立
金
の
資
産
の
構
成
の
目
標

を
定
め
る
に
当
た
つ
て
は
、
当
該
資
産
の
額
に
占
め
る
株
式
の
割
合
が
お
お

む
ね
百
分
の
二
十
を
超
え
る
こ
と
の
な
い
よ
う
、
こ
れ
を
定
め
る
も
の
と
す

る
。 

３ 

管
理
運
用
主
体
は
、
財
政
の
現
況
及
び
見
通
し
が
作
成
さ
れ
た
と
き
そ
の

他
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
共
同
し
て
、
第
一
項
に
規
定
す
る
積
立

金
の
資
産
の
構
成
の
目
標
に
検
討
を
加
え
、
必
要
に
応
じ
、
こ
れ
を
変
更
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

４ 

管
理
運
用
主
体
は
、
第
一
項
に
規
定
す
る
積
立
金
の
資
産
の
構
成
の
目
標

を
定
め
、
又
は
変
更
し
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
共
同
し
て
、
こ
れ
を
公
表
す

る
と
と
も
に
、
主
務
大
臣
に
送
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

５ 

主
務
大
臣
は
、
第
一
項
に
規
定
す
る
積
立
金
の
資
産
の
構
成
の
目
標
が
積

立
金
基
本
指
針
に
適
合
し
な
い
と
認
め
る
と
き
は
、
管
理
運
用
主
体
に
対
し
、

 

（
積
立
金
の
資
産
の
構
成
の
目
標
） 

第
七
十
九
条
の
五 

管
理
運
用
主
体
は
、
積
立
金
基
本
指
針
に
適
合
す
る
よ
う
、

共
同
し
て
、
次
条
第
一
項
に
規
定
す
る
管
理
運
用
の
方
針
に
お
い
て
同
条
第

二
項
第
三
号
の
資
産
の
構
成
を
定
め
る
に
当
た
つ
て
参
酌
す
べ
き
積
立
金
の

資
産
の
構
成
の
目
標
を
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

(

新
設)

 

   

２ 

管
理
運
用
主
体
は
、
財
政
の
現
況
及
び
見
通
し
が
作
成
さ
れ
た
と
き
そ
の

他
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
共
同
し
て
、
前
項
に
規
定
す
る
積
立
金

の
資
産
の
構
成
の
目
標
に
検
討
を
加
え
、
必
要
に
応
じ
、
こ
れ
を
変
更
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

３ 

管
理
運
用
主
体
は
、
第
一
項
に
規
定
す
る
積
立
金
の
資
産
の
構
成
の
目
標

を
定
め
、
又
は
変
更
し
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
共
同
し
て
、
こ
れ
を
公
表
す

る
と
と
も
に
、
主
務
大
臣
に
送
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

４ 

主
務
大
臣
は
、
第
一
項
に
規
定
す
る
積
立
金
の
資
産
の
構
成
の
目
標
が
積

立
金
基
本
指
針
に
適
合
し
な
い
と
認
め
る
と
き
は
、
管
理
運
用
主
体
に
対
し
、



  

四 

当
該
目
標
の
変
更
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。 

６ 
前
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
厚
生
労
働
大
臣
は
、

あ
ら
か
じ
め
、
積
立
金
基
本
指
針
に
適
合
す
る
よ
う
変
更
さ
せ
る
べ
き
内
容

の
案
を
作
成
し
、
財
務
大
臣
、
総
務
大
臣
及
び
文
部
科
学
大
臣
に
協
議
す
る

も
の
と
す
る
。 

  

（
管
理
積
立
金
の
管
理
及
び
運
用
の
状
況
に
関
す
る
公
表
及
び
評
価
） 

第
七
十
九
条
の
八 

管
理
運
用
主
体
は
、
各
事
業
年
度
の
決
算
完
結
後
、
遅
滞

な
く
、
当
該
事
業
年
度
に
お
け
る
管
理
積
立
金
の
資
産
の
額
、
そ
の
構
成
割

合
、
運
用
収
入
の
額
、
管
理
積
立
金
の
運
用
に
係
る
損
失
の
危
険
に
関
す
る

情
報
そ
の
他
の
主
務
省
令
で
定
め
る
事
項
を
記
載
し
た
業
務
概
況
書
を
作
成

し
、
こ
れ
を
公
表
す
る
と
と
も
に
、
所
管
大
臣
に
送
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。 

２ 

（
略
） 

     

３ 

（
略
） 

 

当
該
目
標
の
変
更
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。 

５ 

前
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
厚
生
労
働
大
臣
は
、

あ
ら
か
じ
め
、
積
立
金
基
本
指
針
に
適
合
す
る
よ
う
変
更
さ
せ
る
べ
き
内
容

の
案
を
作
成
し
、
財
務
大
臣
、
総
務
大
臣
及
び
文
部
科
学
大
臣
に
協
議
す
る

も
の
と
す
る
。 

  

（
管
理
積
立
金
の
管
理
及
び
運
用
の
状
況
に
関
す
る
公
表
及
び
評
価
） 

第
七
十
九
条
の
八 

管
理
運
用
主
体
は
、
各
事
業
年
度
の
決
算
完
結
後
、
遅
滞

な
く
、
当
該
事
業
年
度
に
お
け
る
管
理
積
立
金
の
資
産
の
額
、
そ
の
構
成
割

合
、
運
用
収
入
の
額
そ
の
他
の
主
務
省
令
で
定
め
る
事
項
を
記
載
し
た
業
務

概
況
書
を
作
成
し
、
こ
れ
を
公
表
す
る
と
と
も
に
、
所
管
大
臣
に
送
付
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

２ 

所
管
大
臣
は
、
そ
の
所
管
す
る
管
理
運
用
主
体
の
業
務
概
況
書
の
送
付
を

受
け
た
と
き
は
、
速
や
か
に
、
当
該
管
理
運
用
主
体
に
つ
い
て
、
管
理
積
立
金

の
管
理
及
び
運
用
の
状
況
（
第
七
十
九
条
の
三
第
三
項
た
だ
し
書
の
規
定
に

よ
る
運
用
の
状
況
を
含
む
。
）
そ
の
他
の
管
理
積
立
金
の
管
理
及
び
運
用
に
関

す
る
主
務
省
令
で
定
め
る
事
項
に
つ
い
て
評
価
を
行
い
、
そ
の
結
果
を
公
表

す
る
も
の
と
す
る
。 

３ 

所
管
大
臣
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
業
務
概
況
書
の
送
付
を
受
け
た
と

き
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
評
価
の
結
果
を
添
え
て
、
当
該
業
務
概
況
書
を



 

五 

 
４ 
（
略
） 

    

第
百
四
条
の
二 

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
違
反

行
為
を
し
た
管
理
運
用
主
体
の
役
員
又
は
職
員
は
、
二
十
万
円
以
下
の
過
料

に
処
す
る
。 

 

一 

第
七
十
九
条
の
五
第
四
項
、
第
七
十
九
条
の
六
第
五
項
又
は
第
七
十
九

条
の
八
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
表
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場
合
に
お

い
て
、
そ
の
公
表
を
せ
ず
、
又
は
虚
偽
の
公
表
を
し
た
と
き
。 

 

二 

第
七
十
九
条
の
五
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
主
務
大
臣
の
命
令
又
は
第
七

十
九
条
の
六
第
七
項
若
し
く
は
第
七
十
九
条
の
七
の
規
定
に
よ
る
所
管
大

臣
の
命
令
に
違
反
し
た
と
き
。 

 

三 

（
略
） 

主
務
大
臣
に
送
付
す
る
も
の
と
す
る
。 

４ 

年
金
積
立
金
管
理
運
用
独
立
行
政
法
人
に
つ
い
て
第
一
項
の
規
定
を
適
用

す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
同
項
中
「
決
算
完
結
後
」
と
あ
る
の
は
、「
独
立
行

政
法
人
通
則
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
三
号
）
第
三
十
八
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
る
同
項
に
規
定
す
る
財
務
諸
表
の
提
出
後
」
と
す
る
。 

 

第
百
四
条
の
二 

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
違
反

行
為
を
し
た
管
理
運
用
主
体
の
役
員
又
は
職
員
は
、
二
十
万
円
以
下
の
過
料

に
処
す
る
。 

 

一 

第
七
十
九
条
の
五
第
三
項
、
第
七
十
九
条
の
六
第
五
項
又
は
第
七
十
九

条
の
八
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
表
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場
合
に
お

い
て
、
そ
の
公
表
を
せ
ず
、
又
は
虚
偽
の
公
表
を
し
た
と
き
。 

 

二 

第
七
十
九
条
の
五
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
主
務
大
臣
の
命
令
又
は
第
七

十
九
条
の
六
第
七
項
若
し
く
は
第
七
十
九
条
の
七
の
規
定
に
よ
る
所
管
大

臣
の
命
令
に
違
反
し
た
と
き
。 

 

三 

第
七
十
九
条
の
六
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
承
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
承
認
を
受
け
な
い
で
管
理
運
用
の
方
針
を
定

め
、
又
は
変
更
し
た
と
き
。 

 
 

  
 



  

六 

〇 

国
民
年
金
法
（
昭
和
三
十
四
年
法
律
第
百
四
十
一
号
）（
抄
）（
第
三
条
関
係
）【
令
和
三
年
四
月
一
日
施
行
】 

 
 

 
 

 
 

 

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
） 

 
 

改 

正 

案 

現 
 

 

行 

第
八
十
八
条
の
二 

被
保
険
者
は
、
次
に
掲
げ
る
期
間
に
係
る
保
険
料
を
納
付

す
る
こ
と
を
要
し
な
い
。 

 

一 

出
産
の
予
定
日
（
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
出
産

の
日
。
第
百
六
条
第
一
項
及
び
第
百
八
条
第
二
項
に
お
い
て
「
出
産
予
定

日
」
と
い
う
。
）
の
属
す
る
月
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
出
産
予
定
月
」

と
い
う
。
）
の
前
月
（
多
胎
妊
娠
の
場
合
に
お
い
て
は
、
三
月
前
）
か
ら
出

産
予
定
月
の
翌
々
月
ま
で
の
期
間 

 

二 

一
歳
に
満
た
な
い
子
の
養
育
を
開
始
し
た
日
の
属
す
る
月
か
ら
そ
の
子

が
一
歳
に
達
す
る
日
（
一
歳
に
達
す
る
前
に
そ
の
養
育
が
終
了
し
た
場
合

に
あ
つ
て
は
、
そ
の
養
育
が
終
了
し
た
日
）
の
属
す
る
月
ま
で
の
期
間
（
前

号
に
掲
げ
る
期
間
を
除
く
。
） 

 

第
八
十
八
条
の
二 

被
保
険
者
は
、
出
産
の
予
定
日
（
厚
生
労
働
省
令
で
定
め

る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
出
産
の
日
。
第
百
六
条
第
一
項
及
び
第
百
八
条
第
二

項
に
お
い
て
「
出
産
予
定
日
」
と
い
う
。
）
の
属
す
る
月
（
以
下
こ
の
条
に
お

い
て
「
出
産
予
定
月
」
と
い
う
。
）
の
前
月
（
多
胎
妊
娠
の
場
合
に
お
い
て
は
、

三
月
前
）
か
ら
出
産
予
定
月
の
翌
々
月
ま
で
の
期
間
に
係
る
保
険
料
は
、
納

付
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
。 

 

 
 



 

七 

〇 

国
民
健
康
保
険
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
百
九
十
二
号
）（
抄
）（
第
四
条
関
係
）【
令
和
三
年
四
月
一
日
施
行
】 

 
 

 
 

 

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
） 

  
 

改 

正 

案 

現 
 

 

行 

 

（
保
険
料
の
減
免
等
） 

第
七
十
七
条 
（
略
） 

  

２ 

国
は
、
市
町
村
及
び
組
合
が
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
被
保
険
者
の
出
産
の

予
定
日
（
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
出
産
の
日
）
の
属
す

る
月
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
出
産
予
定
月
」
と
い
う
。
）
の
前
月
（
多
胎

妊
娠
の
場
合
に
お
い
て
は
、
三
月
前
）
か
ら
出
産
予
定
月
の
翌
々
月
ま
で
の

期
間
及
び
一
歳
に
満
た
な
い
子
の
養
育
を
開
始
し
た
日
の
属
す
る
月
か
ら
そ

の
子
が
一
歳
に
達
す
る
日
（
一
歳
に
達
す
る
前
に
そ
の
養
育
が
終
了
し
た
場

合
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
養
育
が
終
了
し
た
日
）
の
属
す
る
月
ま
で
の
期
間
に

係
る
保
険
料
を
免
除
す
る
場
合
に
は
、
必
要
な
財
政
上
の
援
助
を
行
う
も
の

と
す
る
。 

 

 

（
保
険
料
の
減
免
等
） 

第
七
十
七
条 

市
町
村
及
び
組
合
は
、
条
例
又
は
規
約
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

り
、
特
別
の
理
由
が
あ
る
者
に
対
し
、
保
険
料
を
減
免
し
、
又
は
そ
の
徴
収
を

猶
予
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

(

新
設)

 

 

 
 



  

八 

〇 

年
金
生
活
者
支
援
給
付
金
の
支
給
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
四
年
法
律
第
百
二
号
）
（
抄
）
（
第
五
条
関
係
）
【
令
和
三
年
四
月
一
日
施
行
】 

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
） 

改 

正 

案 

現 
 

 

行 

 

（
目
的
） 

第
一
条 

こ
の
法
律
は
、
公
的
年
金
等
の
収
入
金
額
と
一
定
の
所
得
と
の
合
計

額
が
一
定
の
基
準
以
下
の
老
齢
基
礎
年
金
の
受
給
者
に
老
齢
年
金
生
活
者
支

援
給
付
金
又
は
補
足
的
老
齢
年
金
生
活
者
支
援
給
付
金
を
支
給
す
る
と
と
も

に
、
所
得
の
額
が
一
定
の
基
準
以
下
の
障
害
基
礎
年
金
又
は
遺
族
基
礎
年
金

の
受
給
者
に
障
害
年
金
生
活
者
支
援
給
付
金
又
は
遺
族
年
金
生
活
者
支
援
給

付
金
を
支
給
す
る
こ
と
に
よ
り
、
こ
れ
ら
の
者
の
生
活
の
支
援
を
図
る
こ
と

を
目
的
と
す
る
。 

   

（
老
齢
年
金
生
活
者
支
援
給
付
金
の
支
給
要
件
） 

第
二
条 

国
は
、
国
民
年
金
法
（
昭
和
三
十
四
年
法
律
第
百
四
十
一
号
）
の
規
定

に
よ
る
老
齢
基
礎
年
金
（
以
下
単
に
「
老
齢
基
礎
年
金
」
と
い
う
。
）
の
受
給

権
者
で
あ
っ
て
当
該
老
齢
基
礎
年
金
を
受
け
る
権
利
に
つ
い
て
同
法
第
十
六

条
の
規
定
に
よ
る
裁
定
の
請
求
を
し
た
も
の
（
以
下
こ
の
条
及
び
第
十
条
に

お
い
て
「
老
齢
基
礎
年
金
受
給
権
者
」
と
い
う
。
）
が
、
そ
の
者
の
前
年
（
一

月
か
ら
七
月
ま
で
の
月
分
の
こ
の
項
に
規
定
す
る
老
齢
年
金
生
活
者
支
援
給

付
金
に
つ
い
て
は
、
前
々
年
と
す
る
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
中
の

 

（
目
的
） 

第
一
条 

こ
の
法
律
は
、
公
的
年
金
等
の
収
入
金
額
と
一
定
の
所
得
と
の
合
計

額
が
一
定
の
基
準
以
下
の
老
齢
基
礎
年
金
の
受
給
者
に
国
民
年
金
の
保
険
料

納
付
済
期
間
及
び
保
険
料
免
除
期
間
を
基
礎
と
し
た
老
齢
年
金
生
活
者
支
援

給
付
金
又
は
保
険
料
納
付
済
期
間
を
基
礎
と
し
た
補
足
的
老
齢
年
金
生
活
者

支
援
給
付
金
を
支
給
す
る
と
と
も
に
、
所
得
の
額
が
一
定
の
基
準
以
下
の
障

害
基
礎
年
金
又
は
遺
族
基
礎
年
金
の
受
給
者
に
障
害
年
金
生
活
者
支
援
給
付

金
又
は
遺
族
年
金
生
活
者
支
援
給
付
金
を
支
給
す
る
こ
と
に
よ
り
、
こ
れ
ら

の
者
の
生
活
の
支
援
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。 

  

（
老
齢
年
金
生
活
者
支
援
給
付
金
の
支
給
要
件
） 

第
二
条 

国
は
、
国
民
年
金
法
（
昭
和
三
十
四
年
法
律
第
百
四
十
一
号
）
の
規
定

に
よ
る
老
齢
基
礎
年
金
（
以
下
単
に
「
老
齢
基
礎
年
金
」
と
い
う
。
）
の
受
給

権
者
で
あ
っ
て
当
該
老
齢
基
礎
年
金
を
受
け
る
権
利
に
つ
い
て
同
法
第
十
六

条
の
規
定
に
よ
る
裁
定
の
請
求
を
し
た
も
の
（
以
下
こ
の
条
、
第
十
条
及
び

第
十
一
条
に
お
い
て
「
老
齢
基
礎
年
金
受
給
権
者
」
と
い
う
。
）
が
、
そ
の
者

の
前
年
（
一
月
か
ら
七
月
ま
で
の
月
分
の
こ
の
項
に
規
定
す
る
老
齢
年
金
生

活
者
支
援
給
付
金
に
つ
い
て
は
、
前
々
年
と
す
る
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て



 

九 

公
的
年
金
等
の
収
入
金
額
（
所
得
税
法
（
昭
和
四
十
年
法
律
第
三
十
三
号
）
第

三
十
五
条
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
公
的
年
金
等
の
収
入
金
額
を
い
う
。
）

と
前
年
の
所
得
と
の
合
計
額
（
政
令
で
定
め
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
合

計
額
を
基
準
と
し
て
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
額
と
す
る
。

以
下
「
前
年
所
得
額
」
と
い
う
。
）
が
国
民
年
金
法
第
二
十
七
条
本
文
に
規
定

す
る
老
齢
基
礎
年
金
の
額
を
勘
案
し
て
政
令
で
定
め
る
額
（
第
十
条
第
一
項

に
お
い
て
「
所
得
基
準
額
」
と
い
う
。
）
以
下
で
あ
る
こ
と
そ
の
他
そ
の
者
及

び
そ
の
者
と
同
一
の
世
帯
に
属
す
る
者
の
所
得
の
状
況
を
勘
案
し
て
政
令
で

定
め
る
要
件
に
該
当
す
る
と
き
は
、
当
該
老
齢
基
礎
年
金
受
給
権
者
に
対
し
、

老
齢
年
金
生
活
者
支
援
給
付
金
を
支
給
す
る
。 

２ 

（
略
） 

        

３ 

（
略
） 

 

同
じ
。
）
中
の
公
的
年
金
等
の
収
入
金
額
（
所
得
税
法
（
昭
和
四
十
年
法
律
第

三
十
三
号
）
第
三
十
五
条
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
公
的
年
金
等
の
収
入

金
額
を
い
う
。
）
と
前
年
の
所
得
と
の
合
計
額
（
政
令
で
定
め
る
場
合
に
あ
っ

て
は
、
当
該
合
計
額
を
基
準
と
し
て
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し

た
額
と
す
る
。
以
下
「
前
年
所
得
額
」
と
い
う
。
）
が
国
民
年
金
法
第
二
十
七

条
本
文
に
規
定
す
る
老
齢
基
礎
年
金
の
額
を
勘
案
し
て
政
令
で
定
め
る
額

（
第
十
条
第
一
項
に
お
い
て
「
所
得
基
準
額
」
と
い
う
。
）
以
下
で
あ
る
こ
と

そ
の
他
そ
の
者
及
び
そ
の
者
と
同
一
の
世
帯
に
属
す
る
者
の
所
得
の
状
況
を

勘
案
し
て
政
令
で
定
め
る
要
件
に
該
当
す
る
と
き
は
、
当
該
老
齢
基
礎
年
金

受
給
権
者
に
対
し
、
老
齢
年
金
生
活
者
支
援
給
付
金
を
支
給
す
る
。 

２ 

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
老
齢
年
金
生
活
者
支
援
給
付
金
は
、
当
該

老
齢
基
礎
年
金
受
給
権
者
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
（
第

三
号
に
該
当
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
き
に
限

る
。
）
は
、
支
給
し
な
い
。 

 

一 

日
本
国
内
に
住
所
を
有
し
な
い
と
き
。 

 

二 

当
該
老
齢
基
礎
年
金
の
全
額
に
つ
き
そ
の
支
給
が
停
止
さ
れ
て
い
る
と

き
。 

 
三 

刑
事
施
設
、
労
役
場
そ
の
他
こ
れ
ら
に
準
ず
る
施
設
に
拘
禁
さ
れ
て
い

る
と
き
。 

３ 

第
一
項
に
規
定
す
る
所
得
の
範
囲
及
び
そ
の
額
の
計
算
方
法
は
、
政
令
で

定
め
る
。 



  

一
〇 

  

（
老
齢
年
金
生
活
者
支
援
給
付
金
の
額
） 

第
三
条 
老
齢
年
金
生
活
者
支
援
給
付
金
は
、
月
を
単
位
と
し
て
支
給
す
る
も

の
と
し
、
そ
の
月
額
は
、
次
に
掲
げ
る
額
（
そ
の
額
に
五
十
銭
未
満
の
端
数
が

生
じ
た
と
き
は
、
こ
れ
を
切
り
捨
て
、
五
十
銭
以
上
一
円
未
満
の
端
数
が
生

じ
た
と
き
は
、
こ
れ
を
一
円
に
切
り
上
げ
る
も
の
と
す
る
。
）
を
合
算
し
た
額

と
す
る
。 

 

一 

給
付
基
準
額
（
老
齢
年
金
生
活
者
支
援
給
付
金
の
支
給
要
件
に
該
当
す

る
者
（
以
下
「
受
給
資
格
者
」
と
い
う
。
）
に
保
険
料
免
除
期
間
（
国
民
年

金
法
第
五
条
第
二
項
に
規
定
す
る
保
険
料
免
除
期
間
を
い
い
、
他
の
法
令

の
規
定
に
よ
り
同
項
に
規
定
す
る
保
険
料
免
除
期
間
と
み
な
さ
れ
た
期
間

を
含
み
、
同
法
第
九
十
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
納
付
す
る
こ
と
を

要
し
な
い
も
の
と
さ
れ
た
保
険
料
に
係
る
期
間
を
除
く
。
以
下
こ
の
号
及

び
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
給
付
基
準
額
か
ら

給
付
基
準
額
に
受
給
資
格
者
の
保
険
料
免
除
期
間
の
月
数
を
四
百
八
十
で

除
し
て
得
た
数
を
乗
じ
て
得
た
額
を
控
除
し
て
得
た
額
） 

 

二 

国
民
年
金
法
第
二
十
七
条
本
文
に
規
定
す
る
老
齢
基
礎
年
金
の
額
に
受

給
資
格
者
の
保
険
料
免
除
期
間
の
月
数
の
六
分
の
一
（
同
法
第
五
条
第
六

項
に
規
定
す
る
保
険
料
四
分
の
一
免
除
期
間
に
あ
っ
て
は
、
同
項
に
規
定

す
る
保
険
料
四
分
の
一
免
除
期
間
の
月
数
の
十
二
分
の
一
）
に
相
当
す
る

月
数
（
当
該
月
数
と
同
法
第
二
十
七
条
各
号
に
掲
げ
る
月
数
を
合
算
し
た

  

（
老
齢
年
金
生
活
者
支
援
給
付
金
の
額
） 

第
三
条 

老
齢
年
金
生
活
者
支
援
給
付
金
は
、
月
を
単
位
と
し
て
支
給
す
る
も

の
と
し
、
そ
の
月
額
は
、
次
に
掲
げ
る
額
（
そ
の
額
に
五
十
銭
未
満
の
端
数
が

生
じ
た
と
き
は
、
こ
れ
を
切
り
捨
て
、
五
十
銭
以
上
一
円
未
満
の
端
数
が
生

じ
た
と
き
は
、
こ
れ
を
一
円
に
切
り
上
げ
る
も
の
と
す
る
。
）
を
合
算
し
た
額

と
す
る
。 

 

一 

給
付
基
準
額
に
、
そ
の
者
の
保
険
料
納
付
済
期
間
（
国
民
年
金
法
第
五

条
第
一
項
に
規
定
す
る
保
険
料
納
付
済
期
間
を
い
い
、
他
の
法
令
の
規
定

に
よ
り
同
項
に
規
定
す
る
保
険
料
納
付
済
期
間
と
み
な
さ
れ
た
期
間
を
含

む
。
）
の
月
数
を
四
百
八
十
で
除
し
て
得
た
数
（
そ
の
数
が
一
を
上
回
る
と

き
は
、
一
）
を
乗
じ
て
得
た
額 

     
二 

国
民
年
金
法
第
二
十
七
条
本
文
に
規
定
す
る
老
齢
基
礎
年
金
の
額
に
、

そ
の
者
の
保
険
料
免
除
期
間
（
同
法
第
五
条
第
二
項
に
規
定
す
る
保
険
料

免
除
期
間
を
い
い
、
他
の
法
令
の
規
定
に
よ
り
同
項
に
規
定
す
る
保
険
料

免
除
期
間
と
み
な
さ
れ
た
期
間
を
含
み
、
同
法
第
九
十
条
の
三
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
納
付
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
も
の
と
さ
れ
た
保
険
料
に
係
る



 

一
一 

月
数
（
四
百
八
十
を
限
度
と
す
る
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
と
を

合
算
し
た
月
数
が
四
百
八
十
を
超
え
る
と
き
は
、
四
百
八
十
か
ら
当
該
各

号
に
掲
げ
る
月
数
を
合
算
し
た
月
数
を
控
除
し
た
月
数
を
限
度
と
す
る
。
）

を
四
百
八
十
で
除
し
て
得
た
数
を
乗
じ
て
得
た
額
を
十
二
で
除
し
て
得
た

額 

     

（
給
付
基
準
額
） 

第
四
条 

給
付
基
準
額
（
前
条
第
一
号
に
規
定
す
る
給
付
基
準
額
を
い
う
。
以

下
同
じ
。
）
は
、
六
千
円
と
す
る
。 

２ 

給
付
基
準
額
に
つ
い
て
は
、
総
務
省
に
お
い
て
作
成
す
る
年
平
均
の
全
国

消
費
者
物
価
指
数
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
物
価
指
数
」
と
い
う
。
）
が
令

和
二
年
（
こ
の
項
の
規
定
に
よ
る
給
付
基
準
額
の
改
定
の
措
置
が
講
じ
ら
れ

た
と
き
は
、
直
近
の
当
該
措
置
が
講
じ
ら
れ
た
年
の
前
年
）
の
物
価
指
数
を

超
え
、
又
は
下
回
る
に
至
っ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
上
昇
し
、
又
は
低
下

し
た
比
率
を
基
準
と
し
て
、
そ
の
翌
年
の
四
月
以
降
の
給
付
基
準
額
を
改
定

す
る
。 

３ 

（
略
） 

 

期
間
を
除
く
。
）
の
月
数
の
六
分
の
一
（
同
法
第
五
条
第
六
項
に
規
定
す
る

保
険
料
四
分
の
一
免
除
期
間
に
あ
っ
て
は
、
同
項
に
規
定
す
る
保
険
料
四

分
の
一
免
除
期
間
の
月
数
の
十
二
分
の
一
）
に
相
当
す
る
月
数
（
当
該
月

数
と
同
法
第
二
十
七
条
各
号
に
掲
げ
る
月
数
を
合
算
し
た
月
数
（
四
百
八

十
を
限
度
と
す
る
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
と
を
合
算
し
た
月
数

が
四
百
八
十
を
超
え
る
と
き
は
、
四
百
八
十
か
ら
当
該
各
号
に
掲
げ
る
月

数
を
合
算
し
た
月
数
を
控
除
し
た
月
数
を
限
度
と
す
る
。
）
を
四
百
八
十
で

除
し
て
得
た
数
を
乗
じ
て
得
た
額
を
十
二
で
除
し
て
得
た
額 

  

（
給
付
基
準
額
） 

第
四
条 

給
付
基
準
額
（
前
条
第
一
号
に
規
定
す
る
給
付
基
準
額
を
い
う
。
以

下
同
じ
。
）
は
、
五
千
円
と
す
る
。 

２ 

給
付
基
準
額
に
つ
い
て
は
、
総
務
省
に
お
い
て
作
成
す
る
年
平
均
の
全
国

消
費
者
物
価
指
数
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
物
価
指
数
」
と
い
う
。
）
が
こ

の
法
律
の
施
行
の
日
の
属
す
る
年
の
前
年
（
こ
の
項
の
規
定
に
よ
る
給
付
基

準
額
の
改
定
の
措
置
が
講
じ
ら
れ
た
と
き
は
、
直
近
の
当
該
措
置
が
講
じ
ら

れ
た
年
の
前
年
）
の
物
価
指
数
を
超
え
、
又
は
下
回
る
に
至
っ
た
場
合
に
お

い
て
は
、
そ
の
上
昇
し
、
又
は
低
下
し
た
比
率
を
基
準
と
し
て
、
そ
の
翌
年
の

四
月
以
降
の
給
付
基
準
額
を
改
定
す
る
。 

３ 

前
項
の
規
定
に
よ
る
給
付
基
準
額
の
改
定
の
措
置
は
、
政
令
で
定
め
る
。 

 



  

一
二 

 
（
認
定
） 

第
五
条 

受
給
資
格
者
は
、
老
齢
年
金
生
活
者
支
援
給
付
金
の
支
給
を
受
け
よ

う
と
す
る
と
き
は
、
厚
生
労
働
大
臣
に
対
し
、
そ
の
受
給
資
格
及
び
老
齢
年

金
生
活
者
支
援
給
付
金
の
額
に
つ
い
て
認
定
の
請
求
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。 

  

２ 

（
略
） 

     

（
補
足
的
老
齢
年
金
生
活
者
支
援
給
付
金
の
額
） 

第
十
一
条 

補
足
的
老
齢
年
金
生
活
者
支
援
給
付
金
は
、
月
を
単
位
と
し
て
支

給
す
る
も
の
と
し
、
そ
の
月
額
は
、
給
付
基
準
額
か
ら
、
補
足
的
老
齢
年
金
生

活
者
支
援
給
付
金
の
支
給
要
件
に
該
当
す
る
者
の
前
年
所
得
額
の
逓
増
に
応

じ
、
逓
減
す
る
よ
う
に
政
令
で
定
め
る
額
と
す
る
。 

   
 

 

附 

則 

 

 

（
認
定
） 

第
五
条 

老
齢
年
金
生
活
者
支
援
給
付
金
の
支
給
要
件
に
該
当
す
る
者
（
次
条

第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
七
条
、
第
九
条
第
一
項
並
び
に
第
十
一
条
に
お
い

て
「
受
給
資
格
者
」
と
い
う
。
）
は
、
老
齢
年
金
生
活
者
支
援
給
付
金
の
支
給

を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
厚
生
労
働
大
臣
に
対
し
、
そ
の
受
給
資
格
及

び
老
齢
年
金
生
活
者
支
援
給
付
金
の
額
に
つ
い
て
認
定
の
請
求
を
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。 

２ 

前
項
の
認
定
を
受
け
た
者
が
、
老
齢
年
金
生
活
者
支
援
給
付
金
の
支
給
要

件
に
該
当
し
な
く
な
っ
た
後
再
び
そ
の
要
件
に
該
当
す
る
に
至
っ
た
場
合
に

お
い
て
、
そ
の
該
当
す
る
に
至
っ
た
後
の
期
間
に
係
る
老
齢
年
金
生
活
者
支

援
給
付
金
の
支
給
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
も
、
同
項
と
同
様
と
す
る
。 

  

（
補
足
的
老
齢
年
金
生
活
者
支
援
給
付
金
の
額
） 

第
十
一
条 

補
足
的
老
齢
年
金
生
活
者
支
援
給
付
金
は
、
月
を
単
位
と
し
て
支

給
す
る
も
の
と
し
、
そ
の
月
額
は
、
当
該
老
齢
基
礎
年
金
受
給
権
者
を
受
給

資
格
者
と
み
な
し
て
第
三
条
の
規
定
を
適
用
す
る
と
し
た
な
ら
ば
同
条
第
一

号
に
規
定
す
る
額
と
し
て
算
定
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
額
か
ら
、
そ
の
者
の
前

年
所
得
額
の
逓
増
に
応
じ
、
逓
減
す
る
よ
う
に
政
令
で
定
め
る
額
と
す
る
。 

  
 

 

附 
則 

 



 

一
三 

 
第
七
条 

削
除 

       

（
老
齢
年
金
生
活
者
支
援
給
付
金
の
額
の
計
算
の
特
例
） 

第
八
条 

第
三
条
第
二
号
に
規
定
す
る
額
を
計
算
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
国

民
年
金
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
昭
和
六
十
年
法
律
第
三
十
四
号
。

以
下
「
昭
和
六
十
年
国
民
年
金
等
改
正
法
」
と
い
う
。
）
附
則
別
表
第
四
の
上

欄
に
掲
げ
る
者
に
つ
い
て
は
、
同
号
中
「
四
百
八
十
」
と
あ
る
の
は
、
そ
れ
ぞ

れ
同
表
の
下
欄
の
よ
う
に
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 

 

第
九
条 

（
略
） 

 

（
老
齢
年
金
生
活
者
支
援
給
付
金
等
の
額
の
計
算
の
特
例
） 

第
七
条 

第
三
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
同
条
第
一
号
中

「
他
の
法
令
」
と
あ
る
の
は
、「
そ
の
者
の
二
十
歳
に
達
し
た
日
の
属
す
る
月

前
の
期
間
及
び
六
十
歳
に
達
し
た
日
の
属
す
る
月
以
後
の
期
間
に
係
る
同
法

第
七
条
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
第
二
号
被
保
険
者
と
し
て
の
国
民
年
金

の
被
保
険
者
期
間
に
係
る
同
法
第
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
保
険
料
納
付
済

期
間
を
除
き
、
他
の
法
令
」
と
す
る
。 

  

第
八
条 

第
三
条
各
号
に
規
定
す
る
額
を
計
算
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
国
民

年
金
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
昭
和
六
十
年
法
律
第
三
十
四
号
。
以

下
「
昭
和
六
十
年
国
民
年
金
等
改
正
法
」
と
い
う
。
）
附
則
別
表
第
四
の
上
欄

に
掲
げ
る
者
に
つ
い
て
は
、
同
条
中
「
四
百
八
十
」
と
あ
る
の
は
、
そ
れ
ぞ
れ

同
表
の
下
欄
の
よ
う
に
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 

 

第
九
条 

（
略
） 

 
 

  


